
食のみやこ鳥取県推進事業費補助金交付要綱 
 
（趣 旨） 
第１条  この要綱は、鳥取県補助金等交付規則（昭和 32 年鳥取県規則第 22 号。以下「規則」とい

う。）第４条の規定に基づき、食のみやこ鳥取県推進事業費補助金（以下「本補助金」という。）
の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 
（交付目的） 
第２条  本補助金は、「食のみやこ鳥取県」のイメージアップ、情報発信及び食文化の普及、農林

水産加工品及び料理の商品開発、農林水産物及び農林水産加工品の販路拡大、県産品の利用促進
並びに学校給食等への食材供給を推進し、消費者への県内産品の提供を図るとともに、農林水産
業者の所得確保や元気な農林水産業者などの活動を助長することを目的として交付する。 

 
（補助金の交付） 
第３条  県は、前条の目的を達成するため、別表の第１欄に掲げる事業（以下「補助事業」という。）

を行う同表の第２欄に掲げる者に対して、予算の範囲内で本補助金を交付する。 
２ 本補助金の額は、別表の第３欄に掲げる補助事業に要する経費（以下「補助対象経費」という。）

から事業に伴う収入額を控除した額と、補助対象経費に同表の第４欄に掲げる率を乗じて得た額
のどちらか低い額以下とする。 

３ 本補助金の主となる申請者は、原則として鳥取県内に事業所を有する者とする。 
４ なお、鳥取県産業振興条例（平成 23 年 12 月鳥取県条例第 68 号）の趣旨を踏まえ、補助事業の
実施にあたっては、県内事業者への発注に努めなければならない。 

 
（交付申請の時期等） 
第４条  本補助金の交付申請は、原則として事業開始の 10 日前までに行わなければならない。 
２ 規則第５条の申請書に添付すべき同条第１号及び第２号に掲げる書類は、それぞれ様式第１号

及び様式第２号によるものとする。 
 
（交付決定の時期等） 
第５条 本補助金の交付決定は、交付申請を受けた日から起算して、原則として 20 日が経過する日

までの間に行うものとする。 
２ 本補助金の交付決定通知は、様式第３号によるものとする。 
 
（着手届を要しない場合） 
第６条  規則第 11 条第３号の知事が別に定める場合は、同条第１号又は第２号に規定するもの以外

のすべての場合とする。 
 
（承認を要しない変更） 
第７条  規則第 12 条第１項の知事が別に定める変更は、補助金の増額及び補助事業間の経費流用を

伴う変更以外の変更とする。 
２ 第５条第１項の規定は、変更等の承認について準用する。 
 
（実績報告の時期等） 
第８条  規則第 17 条第１項の規定による報告は、次に掲げる日までに行わなければならない。 
  (1) 規則第 17 条第１項第１号又は第２号の場合においては、補助事業の完了又は中止若しくは廃
    止の日から 20 日を経過する日 
  (2) 規則第 17 条第１項第３号の場合においては、補助事業の完了予定年月日の属する年度の翌年
  度の４月 20 日 
２  規則第 17 条第１項の報告書に添付すべき同条第２項第１号及び第２号に掲げる書類は、それぞ

れ様式第１号及び様式第２号によるものとする。 
 
（雑 則） 
第９条  規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、農林水産

部長が別に定める。 
 
 
    附 則 
 この改正は、平成 20 年 4 月 11 日から施行し、平成 20 年度の補助事業から適用する。 
    附 則 
 この改正は、平成 21 年 3 月 26 日から施行し、平成 21 年度の補助事業から適用する。 
    附 則 
 この改正は、平成 21 年 6 月 29 日から施行する。 
    附 則 
 この改正は、平成 22 年 3 月 17 日から施行し、平成 22 年度の補助事業から適用する。 
    附 則 
 この改正は、平成 23 年 3 月 11 日から施行し、平成 23 年度の補助事業から適用する。 
    附 則 
 この改正は、平成 24 年 3 月 23 日から施行し、平成 24 年度の補助事業から適用する。 
    附 則 
 この改正は、平成 25 年 3 月 25 日から施行し、平成 25 年度の補助事業から適用する。 



 
    附 則 
 この改正は、平成 26 年 3 月 24 日から施行し、平成 26 年度の補助事業から適用する。 
    附 則 
 この改正は、平成 26 年 5 月 20 日から施行し、平成 26 年度の補助事業から適用する。 
    附 則 
 この改正は、平成 27 年 3 月 26 日から施行し、平成 27 年度の補助事業から適用する。 
    附 則 
 この改正は、平成 27 年 10 月９日から施行し、平成 27 年度の補助事業から適用する。 
    附 則 
 この改正は、平成 28 年 3 月 29 日から施行し、平成 28 年度の補助事業から適用する。 
 
 
 
 
 
 



別 表（第３条関係） 

１補助事業 
２事業実施 
 主  体 

３補助対象 
 経  費 

４補助率 

 
「食のみやこ鳥取県美味しい郷土料理普及推進
事業」 
 (社)鳥取県栄養士会が、会員を対象に、鳥取の
伝統料理・郷土料理及び旬の料理の普及・伝承を
行い、病院、社会福祉施設及び学校等での県産食
材の利用促進を図るための次の事業 
１ 鳥取の伝統料理及び郷土料理の講習会の開
 催 
２ 旬の県産食材を使用した料理開発 
３ その他目的達成に必要な事業 
 

 
(社)鳥取県栄養士会 
 

 

 
講師又はアド
バイザー謝礼
及び旅費、食
材費、会場借
上料、印刷製
本費、消耗品
費等 

 
定額 

 
「食のみやこ鳥取県調理の技普及推進事業」 
 鳥取県日本調理技能士会及び(社)鳥取県調理
師連合会が、自治会、職場及び学校等を対象に県
産食材を多面的に利用した料理の普及を行い家
庭での県産食材の利用促進を図るための次の事
業 
１ 調理講習会の開催 
２ 調理講習会の講師及び受講生による「食の 

みやこフェスタ」等での発表会 
３ その他目的達成に必要な事業 
 

 
鳥取県日本調理技能
士会、（社）鳥取県調
理師連合会 

 

 
講師謝礼及び
旅費、発表会
参加者報償費
及び旅費、食
材費、会場借
上料、印刷製
本費、消耗品
費等 

 
定額 

 

 

 
「とっとりバーガーフェスタ支援事業」 
 地元食材を活用したご当地バーガーによって
鳥取県の食の豊かさを広く情報発信する「とっと
りバーガーフェスタ」の実施 

 
とっとりバーガーフ
ェスタ実行委員会 

 
謝礼、旅費、
消耗品費、食
糧費、印刷製
本費、光熱水
費、通信運搬
費、広告料、
保険料、委託
料、借上料等 
 
 

   
定額 

 
「食のみやこ鳥取
県」マーク推奨事
業 
 

 
鳥取県ふるさと認証食品の

商品力を向上するための当該
商品に係るパッケージデザイ
ン及びしおりの改良（ただし、
過去に類似の事業を活用した
商品に係る改良を除く。また、
改良するパッケージ及びしお
りはその図案に鳥取県ふるさ
と認証食品の認証マークを含
んだものとする。） 
 
 

 
鳥取県ふるさと認証
食品事業者（従業員数
が２１人以上の事業
者を除く。） 
 

 

 
商品パッケー
ジ・出荷資材版
下作成経費、ロ
ゴマーク入り
シール作成経
費 
 
（１事業者に
つき、事業年度
や商品数にか
かわらず、補助
金額の合計 15
0 千円を限度
として補助す
る。） 

 
1/2 

 
「食のみやこ鳥取県」推進サ

ポーターに登録された事業者
等による商品パッケージ等へ
の「食のみやこ鳥取県」ロゴ
マークの印刷・貼付 
 
 

 
「食のみやこ鳥取県」
推進サポーターに登
録された事業者等 

 

 
「とっとり県産品」に登録さ

れた事業者等による商品パッ
ケージ等への「鳥取物がたり」
ロゴマークの印刷・貼付 
 
 
 

 
「とっとり県産品」登
録事業者 



１補助事業 
２事業実施 
 主  体 

３補助対象 
 経  費 

４補助率 

 
「とっとりオリジナル加工品づくり支援事業」  
 地元農林水産物を使用した加工品のブランド
化を図るための次の事業 
１ 地元農林水産物を使用した新商品の開発 
２ 成功事例の視察研修の実施 
３ 消費者を対象としたモニタリングの実施 
４ 県内量販店等での試食・販売ＰＲの実施 
５ その他目的達成に必要な事項 

（１事業者につき各事業年度 250 千円を限度
として補助し、３事業年度を限度として補助す
る。) 

 

 
農産加工グループ、農
業法人、ジビエ振興に
取り組む任意団体等、
「食のみやこ鳥取県」
推進サポーター（従業
員数が６人以上の事
業者を除く。） 

 
試作材料費、旅
費､食糧費、謝
金、会場借上
料､試食品代
金、パッケージ
デザイン版下
作成費、ＰＲ資
材作成費等 

 
1/2 

 

 

 
「とっとりオリジナルメニューづくり支援事業」 
  地元食材を使用した料理の商品化を推進する
ための次の事業（なお、１、３及び４は必ず実施
するものとする。） 
１ 主として県産農林水産物又は県産ジビエを

使用した料理の開発 
２ 成功事例の視察研修の実施 
３ 消費者を対象としたモニタリングの実施 
４ マスコミへの開発した料理についての資料
 の提供 
５ 開発した料理のＰＲ 
６ その他目的達成に必要な事業 

（１事業者につき各事業年度 250 千円を限度
として補助し、３事業年度を限度として補助す
る。) 

 
 

 
農村レストラン、ホテ
ル、旅館、道の駅の飲
食店事業者、「食のみ
やこ鳥取県」推進サポ
ーター（飲食店で県産
農林水産物の使用割
合が５割以上のメニ
ューを開発するサポ
ーターに限る。） 
ジビエメニューの場
合は、飲食店以外のサ
ポーター、ジビエ振興
に取り組む任意団体
等を含む。 

 
試作材料費、旅
費､食糧費、謝
金、試食品代
金、ＰＲ資材作
成費等 

 

 
1/2 

 

 
「学校給食等食材供給システム化促進事業」 
  本県の農林水産物の学校給食等への供給体制
を整備するための次の事業（なお、１は必ず実施
するものとする。） 
１ 事業推進計画の策定、供給組織の代表者、  

学校等受給施設、市町村、県等の関係者で構 
成する推進会議の開催 

２ 農林水産物を学校給食等へ供給する組織の
 育成と活性化を支援する活動 
３ 供給可能な農産物の実証圃の設置 
４ 学校給食等への運搬体制の整備 
５ 県内の先進事例調査 
６ 農協等生産団体を含めての課題の検証、対 

策及びコストダウン等効率化の検討 
７ 農協、他市町村との連携による広域的供給 

体制の整備 
８ その他目的達成に必要な事業 

（１市町村等につき各事業年度 150 千円を限
度として補助し、原則、３事業年度を限度とし
て補助する。） 

 

 
市町村（学校給食の供
給体制が旧市町村単
位の場合は旧市町村
単位とする。）、農業
法人、生産者グルー
プ、食のみやこ鳥取県
推進サポーター 

 

 
旅費、謝金、食
糧費、会場借上
料、消耗品費、
借地料、試作材
料費、サンプル
費、検査料、パ
ッケージ版下
作成、ＰＲ用資
材等 

 
1/2 

 

 
「県産魚ブランド発信事業」 
 県産魚のブランド向上を図り、消費拡大を促進
するための次の事業 
１ 漁業体験ツアーの開催 
２ 水産関係イベントの開催 
３ 生産者等による県外量販店、イベント等に 

おける試食宣伝の実施 
４ その他県産魚の消費拡大に向けたＰＲの実
 施 
 
 

 
鳥取県産魚ＰＲ推進
協議会 
 
 
 
 
 
 

 
ＰＲ資材作成
費、広告料、試
食品代金、謝
金、旅費、運搬
費、事務費等 

 

 
1/2 

 



１補助事業 
２事業実施 
 主  体 

３補助対象 
 経  費 

４補助率 

 
「松葉がにトップブランド推進事業」 
 松葉がにのトップブランド化を図り、ＰＲに係
る次の事業 
１ 松葉がにのトップブランドに係る測定機材、

ブランドタグ等の作成 
２ 松葉がにトップブランドのＰＲグッズ作成 
３ その他目的達成に必要な事業 

 
鳥取県産魚ＰＲ推進
協議会 
 
 
 

 
ＰＲ資材作成
費、広告料、試
食品代金等 

 

定額 

 
「県産牛肉販売強化支援事業」 
 県産牛肉販売拡大のためのＰＲに係る次の事
業 
１ 畜産物関係イベント及び量販店等での畜産
 物関係イベント等、県産牛肉試食宣伝ＰＲグ 
 ッズ配布等のキャンペーンの実施 
２ その他目的達成に必要な事業 
 

 
鳥取県牛肉販売協議
会 
 

 
ＰＲ資材作成
費、試食品代
金、会場借上
料、広告料等 

 

 
1/2 

 

 

 
「ごはんを食べよう学校給食支援事業」 
 米飯学校給食を推進するための小麦粉パンに
替えての県産米の米飯学校給食の実施 
  なお、対象とする県産米はおかわりくん、コシ
ヒカリ、ひとめぼれ又はきぬむすめに限る。 
（１度の回数増の取り組みにつき、３事業年度を
限度として補助する。） 
 

 
鳥取県農業協同組合
中央会、市町村 

 
県産米の米飯
学校給食の回
数増に伴い増
加した米飯の
経費と減少し
た小麦粉パン
の経費の差額 
 

 
1/3 

 

 
  ※ 補助事業実施に係る委託については、県内事業者が実施したものに限る。ただし、止むを 
   得ない事情で県内事業者への発注が困難と県が認めた場合については、この限りでない。 
 



様式第１号（第４条、第８条関係） 
 
 

○○年度食のみやこ鳥取県推進事業計画（報告）書 
                   － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 事 業 関 係 － 
１ 事業の目的 
 
 
 
 
 
２ 事業の内容及び経費の配分 

 
 
  項 目 
 

                    
 
       内         容 
 

補助対象 
経  費 
 
（算定基準額） 
 A+B+C 

     負 担 区 分 
  県  
 
 (A) 

市町村 
 
 (B) 

その他  
 
 (C) 

  
       円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計      

 
（注）１ 内容欄に期間、内容等の詳細を記入すること。 
 
      ２ 事業実績の概要が把握できる写真、報告書等の成果物を添付すること。（ただし、「ご
     はんを食べよう学校給食支援事業」を除く。） 
 
 
３ 他の補助金の活用の有無（有・無） 
  
（注）他の補助金の活用の有無について、「有」、「無」のいずれかに○をすること。 
   「有」の場合は、活用する補助金名やその事業内容、当該補助金に係る問い合わせ先（補助
   金を所管している部署名や団体名及び連絡先）を記載すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４ 事業完了（予定）年月日 
     平成    年    月    日 



様式第２号（第４条、第８条関係） 
 
 

○○年度食のみやこ鳥取県推進事業収支予算（決算）書 
 
１  収入の部     

 
区 分 

 

本年度予算額 
 

(本年度決算額) 

前年度予算額 
 

(本年度予算額) 

比 較 増 減  
備 考 

 
増 減 

 

 

 県補助金 

 

 

  市町村補助･負担金 

 

 

 その他補助･負担金 

 

 

 

            円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計 
    

 

２ 支出の部                                                               

 
区 分 

 

本年度予算額 
 

(本年度決算額) 

前年度予算額 
 

(本年度予算額) 

比 較 増 減  
備 考 

 
増 減 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            円 

 

 

 

 

 

 

 

 

            円 

 

 

 

 

 

 

 

 

      円 

 

 

 

 

 

 

 

 

      円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計 
    

 

３ 添付書類 
  事業実施主体の組織構成が明らかになる書類 



様式第３号（第５条関係） 
                                                                   番       号 
                                    年    月     日 
 
 
 
 
 ○ ○ ○ ○  様 
 
 
 
 

職   氏 名  印 
 
 
 
 

○○年度食のみやこ鳥取県推進事業費補助金交付決定通知書 
 
 
 ○○年○○月○○日付第○○号の申請書（以下「申請書」という。）で申請のあった食のみやこ
鳥取県推進事業費補助金（以下「本補助金」という。）については、鳥取県補助金等交付規則（昭
和３２年鳥取県規則第２２号。以下「規則」という。）第６条第１項の規定に基づき、下記のとお
り交付することに決定したので、規則第８条第１項の規定により通知します。 
 
                                   記 
 
１ 補助事業  

 本補助金の補助事業の内容は、・・・・・・・・・・・・・・・とする。 
 
２ 交付決定額等 

 本補助金の算定基準額及び交付決定額は、次のとおりとする。ただし、補助事業の内容が変更
された場合におけるそれらの額については、別に通知するところによる。 

 (1)算 定 基 準 額   金         円 
 (2)交 付 決 定 額   金         円 
 
３ 経費の配分 

 本補助金の補助対象経費の配分及びその配分された経費に対応する交付決定額は、・・・・・
・・・・・・・・円とする。ただし、補助事業の内容が変更された場合においては、別に通知す
るところによる。 

 
４ 交付額の確定 

 本補助金の額の確定は、補助対象経費の実績額について、食のみやこ鳥取県推進事業費補助金
交付要綱（平成２０年４月１１日付第２００８０００４４９７号鳥取県農林水産部長通知。以下
「要綱」という。）第３条第２項の規定を適用して算定した額と、前記２の(2)の交付決定額（変
更された場合は、変更後の額とする。）のいずれか低い額により行う。 

 
５ 補助規程の遵守 

 本補助金の収受及び使用、補助事業の遂行等に当たっては、規則及び要綱の規定に従わなけれ
ばならない。 


